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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁基板上にゲート電極を有し、前記ゲート電極がゲート絶縁層をはさんでソース・ドレ
イン電極と重なり、少なくともソース・ドレイン間に半導体層を有し、ドレイン電極は画
素電極に接続され、前記画素電極は絶縁層を挟んでキャパシタ電極と重なっている薄膜ト
ランジスタを、複数のゲート電極に接続された複数のゲート配線と、複数のソース電極に
接続された複数のソース配線を用いてマトリクス状に配置した薄膜トランジスタアレイで
あって、少なくとも前記半導体層上に封止層が設けられ、且つ前記封止層は複数の薄膜ト
ランジスタをまたがる位置にストライプ形状で設けられていることを特徴とする薄膜トラ
ンジスタアレイ。
【請求項２】
前記ゲート配線及び複数のキャパシタ電極に接続されたキャパシタ配線の少なくとも一部
が層間絶縁膜に覆われ、且つ、前記層間絶縁膜上に前記画素電極に接続した上部画素電極
が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項３】
前記層間絶縁膜が、前記封止層間に設けられたドット状、または、前記封止層に直行して
設けられた複数の薄膜トランジスタにまたがるストライプ状であることを特徴とする請求
項２に記載の薄膜トランジスタアレイ。
【請求項４】
前記封止層が無機絶縁材料を含むことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタア
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レイ。
【請求項５】
前記封止層が酸化窒化シリコンを含むことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジス
タアレイ。
【請求項６】
請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって、前記封止層をリフトオフ
法またはエッチング法で形成することを特徴とする薄膜トランジスタアレイの製造方法。
【請求項７】
請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイであって、前記半導体層が有機化合物を含むこ
とを特徴とする薄膜トランジスタアレイ。
【請求項８】
請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイであって、前記半導体層が無機酸化物を含むこ
とを特徴とする薄膜トランジスタアレイ。
【請求項９】
請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイと画像表示媒体とを含むことを特徴とするアク
ティブマトリクスディスプレイ。
【請求項１０】
前記画像表示媒体が電気泳動方式によるものであることを特徴とする請求項９に記載のア
クティブマトリクスディスプレイ。
【請求項１１】
前記画像表示媒体が液晶方式によるものであることを特徴とする請求項９に記載のアクテ
ィブマトリクスディスプレイ。
【請求項１２】
前記画像表示媒体が有機エレクトロルミネッセンス方式によるものであることを特徴とす
る請求項９に記載のアクティブマトリクスディスプレイ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、薄膜トランジスタアレイ、薄膜トランジスタアレイの製造方法、およびアクテ
ィブマトリクスディスプレイに関する。
【０００２】
また、本発明は、各種画像表示装置の駆動素子や各種論理回路の論理素子等に用いること
ができる薄膜トランジスタアレイ、薄膜トランジスタアレイの製造方法、およびアクティ
ブマトリスクディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００３】
情報技術の目覚しい発展により、現在ではノート型パソコンや携帯情報端末などでの情報
の送受信が頻繁に行われている。近い将来、場所を選ばずに情報をやり取りできるユビキ
タス社会が来るであろうことは周知の事実である。そのような社会においては、より軽量
、薄型の情報端末が望まれる。
【０００４】
現在半導体材料の主流はシリコン系（Ｓｉ系）であるが、フレキシブル化、軽量化、低コ
スト化などの観点から有機半導体を用いたトランジスタ（有機トランジスタ）の研究が盛
んになっている。一般に有機半導体を用いる場合、液体でのプロセスが可能となるため、
大面積化、印刷法の適用、プラスチック基板の利用などといった利点が挙げられる（非特
許文献１参照）。
【０００５】
その応用分野は広く、上記のような薄型、軽量のフレキシブルディスプレイに限らず、Ｒ
ＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグやセン
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サーなどへの応用も見込まれている。このように、ユビキタス社会に向けて有機トランジ
スタの研究は必要不可欠である。
【０００６】
このような理由により、現在では印刷を用いた有機半導体の研究が注目されている。
【０００７】
また近年、室温成膜が可能で電界効果移動度がアモルファスシリコンを上回るアモルファ
ス酸化物半導体ＩｎＧａＺｎＯ４が発表され（特許文献１参照）、酸化物の半導体として
の可能性が示され、高性能なフレキシブルトランジスタの材料としての期待が高まってい
る。
【０００８】
一方、半導体への酸素や水の浸入を抑制するため、半導体上に封止層を設けることが必要
となっている。
【０００９】
特に、有機半導体は、無機材料と比較し酸素や水などによる特性変化が生じやすいため、
封止層の役割が重要となっている。
【００１０】
また、酸化物の半導体を用いた場合においても、特性向上において封止層の役割が重要と
なっている。
【００１１】
上述の酸化物を主成分とする半導体を用いた電界効果型薄膜トランジスタの封止層として
は、無機絶縁層、例えば酸化シリコン、窒化シリコン等が用いられている。
【００１２】
そして、上述の封止層は一般に微細加工が可能なリフトオフ法またはエッチング法でパタ
ーニングされている。
　
【非特許文献１】Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｖｏｌ．２６５，１６８４（１９９４）
【特許文献１】特開２００６－１６５５３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
しかしながら、薄膜トランジスタアレイにおいて、封止層をドット状に各薄膜トランジス
タ上に設けた場合においては、アライメントの精度が悪く、酸素等の影響を受けやすいた
め、半導体の移動度が小さくなる、ＯＮ／ＯＦＦ比が小さくなる、といった特性劣化が生
じやすいという問題があった。
【００１４】
また、封止層をドット状に形成する場合においては、薄膜トランジスタアレイを上部から
２次元でみた時、各ドットがＸ軸方向とＹ軸方向の両軸方向についてアライメントずれが
生じ、アライメント精度を確保することが困難であり、また歩留まりが悪いという問題が
あった。
【００１５】
また、リフトオフ法を用いて、図２３のように小さいドットの孤立パターンからなる封止
層のパターンをパターニングする場合、小さいドットの孤立パターン以外の部分には全て
レジストが塗布されているため、レジストが剥離しにくく、処理時間が長くなり、かつ歩
留まりが低下するという問題があった。
【００１６】
またエッチング法によりパターニングを行う場合には、例えば四フッ化炭素等のフッ素系
のガスを用いたドライエッチング法、フッ酸を用いたウェットエッチング法等が用いられ
るが、小さいドットの孤立パターンはエッチング特性の制御が難しく、歩留まりが低下す
るという問題があった。
【００１７】
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本発明は、これらの問題を鑑みてなされたものであり、半導体の特性劣化が防止された薄
膜トランジスタアレイを提供することを課題とする。
【００１８】
また、アライメント精度が良好でかつ歩留まりの高い封止層を形成することのできる薄膜
トランジスタアレイの製造方法を提供することを課題とする。
【００１９】
さらには、半導体の特性の安定化により高品位の画像表示が可能なアクティブマトリスク
ディスプレイを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
本発明では、半導体の特性劣化が防止された薄膜トランジスタアレイを実現すべく、鋭意
検討した結果、封止層をストライプの形状で設けることにより、上記特性を有する薄膜ト
ランジスタアレイを見出した。
【００２１】
また、封止層を印刷法でストライプ状に形成することで、簡易に封止層のパターンを形成
でき、アライメント精度が良好でかつ歩留まりの高い、薄膜トランジスタアレイの製造方
法を見出した。
【００２２】
また、封止層をリフトオフ法またはエッチング法でストライプ状に形成することで、簡易
に封止層のパターンを形成でき、歩留まりの高い、薄膜トランジスタアレイの製造方法を
見出した。
【００２５】
請求項１に記載の発明は、絶縁基板上にゲート電極を有し、前記ゲート電極がゲート絶縁
層をはさんでソース・ドレイン電極と重なり、少なくともソース・ドレイン間に半導体層
を有し、ドレイン電極は画素電極に接続され、前記画素電極は絶縁層を挟んでキャパシタ
電極と重なっている薄膜トランジスタを、複数のゲート電極に接続された複数のゲート配
線と、複数のソース電極に接続された複数のソース配線を用いてマトリクス状に配置した
薄膜トランジスタアレイであって、少なくとも前記半導体層上に封止層が設けられ、且つ
前記封止層は複数の薄膜トランジスタをまたがる位置にストライプ形状で設けられている
ことを特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
 
【００２６】
絶縁基板上にゲート電極を有し、ゲート電極がゲート絶縁層をはさんでソース・ドレイン
電極と重なり、少なくともソース・ドレイン間に半導体層を有し、ドレイン電極は画素電
極に接続され、画素電極は絶縁層を挟んでキャパシタ電極と重なっている薄膜トランジス
タを、複数のゲート電極に接続された複数のゲート配線と、複数のソース電極に接続され
た複数のソース配線を用いてマトリクス状に配置した薄膜トランジスタアレイに、封止層
が複数の薄膜トランジスタにまたがり、ストライプの形状に設けられていることでアライ
メント精度が向上し、半導体の特性劣化が生じにくい薄膜トランジスタアレイを提供する
ことができる。
【００３１】
請求項２に記載の発明は、前記ゲート配線及び複数のキャパシタ電極に接続されたキャパ
シタ配線の少なくとも一部が層間絶縁膜に覆われ、且つ、前記層間絶縁膜上に前記画素電
極に接続した上部画素電極が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の薄膜トラ
ンジスタアレイである。
 
【００３２】
層間絶縁膜でゲート配線及びキャパシタ配線を覆うことで、これらの配線による表示への
影響を防止でき、画素電極に接続した上部画素電極が設けられていることで、表示有効面
積が大きくすることができる。
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【００３３】
請求項３に記載の発明は、前記層間絶縁膜が、前記封止層間に設けられたドット状、また
は、前記封止層に直行して設けられた複数の薄膜トランジスタにまたがるストライプ状で
あることを特徴とする請求項２に記載の薄膜トランジスタアレイである。
 
【００３４】
層間絶縁膜が、封止層間に設けられたドット状、または、封止層に直行して設けられた複
数の薄膜トランジスタにまたがるストライプ状であることで、スループットとアライメン
ト精度が向上でき、画素電極と上部画素電極との導通が容易な薄膜トランジスタアレイを
提供することができる。また、層間絶縁膜がドット状の場合、封止層と層間絶縁膜の膜厚
を容易に等しく設けることができ、上部画素電極の形成時、上部画素電極材料同士の接触
を防止することができる。
【００４７】
請求項４に記載の発明は、前記封止層が無機絶縁材料を含むことを特徴とする請求項１に
記載の薄膜トランジスタアレイである。
 
【００４８】
封止層が無機絶縁材料であることで、薄膜トランジスタの外部からの水分や酸素の侵入が
防止され、半導体の特性劣化が防止された薄膜トランジスタアレイを提供することができ
る。さらには、エポキシやアクリル等の層間絶縁膜材料が半導体に接する際に生じやすい
半導体の特性劣化を防止することもできる。
【００４９】
請求項５に記載の発明は、前記封止層が酸化窒化シリコンを含むことを特徴とする請求項
１に記載の薄膜トランジスタアレイである。
 
【００５０】
封止層が酸化窒化シリコンを含むことで、絶縁性に優れ、封止特性が良好な膜を得ること
ができ、半導体の特性劣化が防止された薄膜トランジスタアレイを提供することができる
。
【００５１】
請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイの製造方法であって
、前記封止層をリフトオフ法またはエッチング法で形成することを特徴とする薄膜トラン
ジスタアレイの製造方法である。
 
【００５２】
封止層をリフトオフ法またはエッチング法で形成することにより、高精細なパターンを形
成することができ、高密度の薄膜トランジスタアレイを提供することができる。
【００５３】
請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイであって、前記半導
体層が有機化合物を含むことを特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
 
【００５４】
半導体層が有機化合物を含むことで、低温での形成が可能となり、耐熱性の低いプラスチ
ック基板の使用した薄膜トランジスタアレイを提供することができる。
【００５５】
請求項８に記載の発明は、請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイであって、前記半導
体層が無機酸化物を含むことを特徴とする薄膜トランジスタアレイである。
 
【００５６】
半導体層が無機酸化物を含むことで、低温での形成が可能となり、耐熱性の低いプラスチ
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ック基板の使用した薄膜トランジスタアレイを提供することができる。
【００５７】
請求項９に記載の発明は、請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイと画像表示媒体とを
含むことを特徴とするアクティブマトリクスディスプレイである。
 
【００５８】
請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイと画像表示媒体とを含むことで、半導体の特性
の安定化により高品位の画像表示が可能なアクティブマトリクスディスプイを提供するこ
とができる。
 
【００５９】
請求項１０に記載の発明は、前記画像表示媒体が電気泳動方式によるものであることを特
徴とする請求項９に記載のアクティブマトリクスディスプレイである。
 
【００６０】
画像表示媒体が電気泳動方式であることで、高いコントランストと高視野角なアクティブ
マトリクスディスプレイを提供することができる。
【００６１】
請求項１１に記載の発明は、前記画像表示媒体が液晶方式によるものであることを特徴と
する請求項９に記載のアクティブマトリクスディスプレイである。
 
【００６２】
画像表示媒体が液晶方式であることで、半導体の特性が向上した高品位の画像を提供する
ことができる。
【００６３】
請求項１２に記載の発明は、前記画像表示媒体が有機エレクトロルミネッセンス方式によ
るものであることを特徴とする請求項９に記載のアクティブマトリクスディスプレイで
ある。
【００６４】
画像表示媒体が有機エレクトロルミネッセンス方式であることで、高いコントラストと高
視野角なアクティブマトリスクディスプレイを提供することができる。
 
【発明の効果】
【００６５】
以上説明したように、本発明によれば封止層をストライプの形状で設けることで、アライ
メント精度が向上し、半導体の特性劣化が防止された薄膜トランジスタアレイを得ること
ができた。
【００６６】
また、封止層を印刷法でストライプの形状に形成することで、簡易に封止層のパターンを
形成でき、アライメント精度が良好でかつ歩留まりの高い、薄膜トランジスタアレイを製
造することができた。
【００６７】
さらには、印刷法がスクリーン印刷であることで、インク粘度の適用範囲が広く、インク
材料選択性が高く、インク使用効率が高く、また、大面積化が容易な薄膜トランジスタア
レイを製造することができた。
【００６８】
さらには、印刷法がフレキソ印刷であることで、大面積化が容易な薄膜トランジスタアレ
イを製造することができた。
【００６９】
　また、封止層をストライプ状にすることで、リフトオフ法またはエッチング法によるパ



(7) JP 5286826 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

ターニングが容易で、かつ歩留まりの高い薄膜トランジスタアレイを提供することができ
た。
【００７０】
そして、半導体の特性の安定化により高品位の画像表示が可能なアクティブマトリクスデ
ィスプレイを得ることができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて詳細に説明するが本発明はこれらに限定され
るものではない。
【００７２】
本発明の実施形態において、薄膜トランジスタを覆う封止層は複数の薄膜トランジスタに
またがるストライプの形状とすることが望ましい。これにより、半導体の特性劣化が防止
されるとともに、アライメント精度が良好でかつ歩留まりの高い薄膜トランジスタアレイ
を製造することができる。
【００７３】
図１、図２、図３に本発明の薄膜トランジスタアレイの例を示す。図２は図１の１画素分
の拡大図であり、図３は、図２のａ－ｂ間の断面図である。
【００７４】
本発明における薄膜トランジスタアレイは、例えば、絶縁基板１上にゲート電極１１を有
し、ゲート電極１１がゲート絶縁層２をはさんでソース電極１７・ドレイン電極１６と重
なり、少なくともソース・ドレイン間に半導体層３を有し、ドレイン電極１６は画素電極
１５に接続され、画素電極１５はゲート絶縁層２を挟んでキャパシタ電極１３と重なって
いる薄膜トランジスタを、複数のゲート電極１１に接続された複数のゲート配線１２と、
複数のソース電極１７に接続された複数のソース配線１８を用いてマトリクス状に配置し
た薄膜トランジスタアレイであって、少なくとも半導体層３上に封止層４が設けられ、封
止層４が複数の薄膜トランジスタにまたがり、ストライプの形状に設けられている。
【００７５】
封止層４は孤立パターンの小さいドット状では、アライメントがずれ易く、歩留まりが悪
化し、半導体層の劣化が起こりやすいが、ストライプの形状で設けることにより、印刷ず
れが防止され、アライメント精度が向上し、半導体層の劣化が防止される。
【００７６】
ストライプ形状の封止層４の幅は特に限定されるものではないが、画素電極１５と接触し
ない幅で設けることが望ましく、少なくとも半導体層３を覆っていればよい。封止層と画
素電極が接触すると開口率が減少してしまう問題が生じる。また、半導体層を覆っていな
いと半導体層への酸素や水の侵入を抑制することができない。
【００７７】
また、封止層４は、ソース配線１８による表示への影響を防止するために、ソース配線１
８を覆うこともできる。
【００７８】
さらには、ボトムゲート型で上部画素電極を設ける場合には、ソース配線と上部画素電極
とが接触した際に生じるショートによる表示への影響を防止するために、特にソース配線
を覆うことが好ましい。
【００７９】
封止層４に用いる材料は、半導体層への酸素や水の侵入を抑制することができる材料であ
れば特に制限されるものではなく、例えば、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポ
リビニルフェノール、ポリビニルアルコール、エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、
フェノール樹脂、アクリル樹脂などが挙げられる。
【００８０】
封止層４に含フッ素化合物を含ませると、薄膜トランジスタの外部からの水分や酸素の侵
入が防止され、半導体の特性劣化をより効果的に防止できることから好ましい。特に、半
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導体層に有機化合物を用いる場合には、封止層形成時および、封止層形成後に有機半導体
の特性劣化が起こらないので好ましい。
【００８１】
含フッ素化合物としては、例えば、フッ素アクリル樹脂、含フッ素ポリイミドなどの縮合
系含フッ素ポリマー、含フッ素エーテルポリマー、含フッ素環状エーテルポリマーなどが
挙げられる。これらは、全フッ素置換されたペルフルオロ体でもよく、フッ素置換残部を
塩素などで置換したものでもよい。さらにトリフロロメタン置換基などを有していてもよ
い。
【００８２】
封止層の形成は、凸版印刷法、反転オフセット印刷法、インクジェット印刷法、スクリー
ン印刷法、スプレーコート法、スピンコート法等公知の方法を好適に用いることができる
が、工程が低温で、工程数が少なく、安価な印刷法で形成することが好ましい。
【００８３】
封止層４を孤立パターンの小さいドットで形成すると、版の目詰まりによる吐出不良や転
写不良などによるアライメントずれが、薄膜トランジスタアレイを上部から２次元でみた
時、Ｘ軸方向とＹ軸方向の両軸方向について生じ、アライメント精度を確保することが困
難となり、歩留まりが悪くなってしまうことから、ストライプの形状で形成することが好
ましい。ストライプの形状で形成することにより、アライメントのずれを一方の軸方向に
抑えることができ、アライメント精度が向上し、歩留まりが高い薄膜トランジスタアレイ
を製造することができる。特に大面積の薄膜トランジスタアレイを製造する場合に大きな
効果が得られる。
【００８４】
印刷法としては、凸版印刷法、反転オフセット印刷法、インクジェット印刷法、スクリー
ン印刷法、フレキソ印刷法等が挙げられるが、特にスクリーン印刷はインク粘度の適用範
囲が広く、インク材料選択性が高く、インク使用効率が高く、また、大面積化が容易であ
り好ましい。また、フレキソ印刷も、大面積化が容易でありので好ましい。
【００８５】
図４にスクリーン印刷の模式図、図５にフレキソ印刷の模式図を示す。
【００８６】
スクリーン印刷は、例えば、図４に示すように、メッシュ２１が設けられ、非印刷部分が
乳剤２２でマスクされた版２３を用い、スキージ２４を移動させ、ペースト状のインク２
５で基板２６に印刷を行う方法である。
【００８７】
フレキソ印刷は、例えば、図５に示すように、インク３１の入ったインキパン３２にアニ
ロックスロール３３の下部を浸漬させ、アニロックスロール３３を回転させながら、ドク
ターブレード３４で膜厚を制御した後、凸版３５の凸部にインクを供給し、この凸部から
基板３６にインクを転写する方法である。
【００８８】
本発明の実施形態において、絶縁性の基板１には、フレキシブルな基板を用いることが望
ましい。一般に用いられる材料として、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）や
ポリイミド、ポリエーテルスルホン（ＰＥＳ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、
ポリカーボネートなどのプラスチック材料が挙げられる。石英などのガラス基板やシリコ
ンウェハーなども絶縁性の基板として用いることは可能であるが、薄型化、軽量化、フレ
キシブル化を考慮するとプラスチック基板が好ましい。また、各プロセス温度などを考慮
すると、基板としてＰＥＮやポリイミドなどを用いることが望ましいが、これらに限定さ
れるものではない。
【００８９】
電極材料として用いられる材料は特に限定されるものではないが、一般に用いられる材料
には金、白金、ニッケル、インジウム錫酸化物などの金属あるいは酸化物の薄膜若しくは
ポリ（エチレンジオキシチオフェン）／ポリスチレンスルホネート（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ
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）やポリアニリンなどの導電性高分子や金や銀、ニッケルなどの金属コロイド粒子を分散
させた溶液若しくは銀などの金属粒子を導電材料として用いた厚膜ペーストなどがある。
また、電極の形成方法としては特に限定されるものではなく、蒸着やスパッタなどの乾式
成膜法も考えられる。しかしながら、フレキシブル化、低コスト化などを考慮するとスク
リーン印刷、反転オフセット印刷、フレキソ印刷、インクジェット法などの湿式成膜法に
より形成することが望ましい。
【００９０】
ゲート絶縁膜２として用いられる材料は特に限定されるものではないが、一般に用いられ
る材料にはポリビニルフェノール、ポリメタクリル酸メチル、ポリイミド、ポリビニルア
ルコール、エポキシ樹脂などの有機材料、酸化シリコン、窒化シリコン、アルミナやシリ
カゲルなどの無機材料がある。また、ＰＥＴやＰＥＮ、ＰＥＳなどの薄膜フィルムをゲー
ト絶縁膜として用いることも出来る。有機材料の膜形成に際してはスピンコート法、ダイ
コート法等の塗布法を、また、無機材料の膜形成に際しては真空蒸着法、スパッタリング
法等を用いることができる。
【００９１】
半導体として用いられる材料は特に限定されるものではないが、一般に用いられる材料に
はポリチオフェン、ポリアリルアミン、フルオレンビチオフェン共重合体、およびそれら
の誘導体のような高分子有機半導体材料、およびペンタセン、テトラセン、銅フタロシア
ニン、ペリレン、およびそれらの誘導体のような低分子有機半導体材料を用いることがで
きるが、低コスト化、フレキシブル化、大面積化を考慮すると印刷法が適用できる有機半
導体を用いることが望ましい。また、カーボンナノチューブあるいはフラーレンなどの炭
素化合物や半導体ナノ粒子分散液なども半導体材料として用いることができる。有機半導
体の印刷方法としては、グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷およびインクジ
ェット法など、公知の方法を用いることが出来る。一般に、上記の有機半導体に関しては
、溶剤に対する溶解度が低いため、低粘度溶液の印刷に適したフレキソ印刷、反転オフセ
ット印刷、インクジェット法、ディスペンサを用いることが望ましい。
【００９２】
また、亜鉛、インジウム、スズ、タングステン、マグネシウム、ガリウムのうち一種類以
上の元素を含む酸化物である、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化スズ、酸化タングステン
、酸化亜鉛ガリウムインジウム等公知の酸化物半導体材料を使用することもできる。これ
らの酸化物半導体の形成方法としては、スパッタ法、パルスレーザー堆積法、真空蒸着法
、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、ＭＢＥ（Ｍｏ
ｌｅｃｕｌａｒ　　Ｂｅａｍ　Ｅｐｉｔａｘｙ）法、ゾルゲル法等を用いることができる
。
【００９３】
本発明の実施形態において、ディスプレイの画像表示媒体は特に限定されるものではない
が、電気泳動方式、液晶方式、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）方式などを好適に
用いることができる。
【００９４】
電気泳動方式は、液体中に分散している帯電粒子を、外部電場に応答させて液中を移動さ
せるものである。例えば、二つの電極間に液体中に分散している正と負に帯電した粒子を
挟み、電場を印加することにより正の電極側に負に帯電した微粒子が集まり、負の電極に
は逆の電荷の粒子が集まり、画像が表示される方式が挙げられる。
【００９５】
　液晶方式は、電圧の有無により液晶分子の配向を制御し、液晶層の光の透過性を制御す
る方式である。
【００９６】
　有機エレクトロルミネッセンス方式は、二つの電極間に有機発光材料を含む有機エレク
トロルミネッセンス層を形成し、両電極間から有機エレクトロルミネッセンス層に電流を
流すことで発光させ光を取り出す方式である。
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【００９７】
画像表示媒体に電気泳動方式を用いると、高いコントランストと高視野角なディスプレイ
を得ることができる。
【００９８】
画像表示媒体に液晶方式を用いると、半導体特性の向上した高品位な画像のディスプレイ
を得ることができる。
【００９９】
画像表示媒体に有機エレクトロルミネッセンス方式を用いると、高いコントランストと高
視野角なディスプレイを得ることができる。
【０１００】
本発明の実施形態におけるトランジスタの構造としては特に限定されるものではなく、ボ
トムゲート・ボトムコンタクト型、ボトムゲート・トップコンタクト型、トップゲート・
ボトムコンタクト型など全ての構造に用いることが出来る。
【０１０１】
尚、本発明の薄膜トランジスタアレイには、必要に応じて層間絶縁膜、上部画素電極、ガ
スバリア層、平坦化膜などを用いることも出来る。
【０１０２】
ここで、層間絶縁膜は、ゲート配線及びキャパシタ配線の少なくとも一部を覆っていれば
よい。即ち、封止層など、別の絶縁性を有する層に覆われている部分は、覆っても覆わな
くてもよいが、絶縁性を有する層に覆われていない部分は層間絶縁膜で覆うことが好まし
い。
【０１０３】
さらには、上部画素電極と画素電極との接続部以外を好適に覆うことができる。
【０１０４】
層間絶縁膜５は、封止層４間に設けられたドット状（図１０）、または、前記封止層に直
行して設けられた複数の薄膜トランジスタにまたがるストライプ状（図１３）で形成する
こともできる。
【０１０５】
ドット状とすることで、封止層が設けられていない部分に層間絶縁膜を形成することがで
き、封止層と層間絶縁膜との膜厚を容易に等しく設けることができ、上部画素電極の形成
時、上部画素電極材料同士の接触が防止され、ショートの無い上部画素電極層を簡易に形
成することができる。
【０１０６】
ストライプ状とすることで、簡易にパターンを形成でき、アライメント精度が良好でかつ
歩留まりを高く層間絶縁膜層を形成することができる。
【０１０７】
層間絶縁膜に用いる材料は、絶縁性を有する材料であれば特に制限されるものではなく、
例えば、ポリイミド、ポリアミド、ポリエステル、ポリビニルフェノール、ポリビニルア
ルコール、エポキシ樹脂、ベンゾシクロブテン樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂など
が挙げられる。
【０１０８】
また、層間絶縁膜に含フッ素化合物を含ませると、層間絶縁膜が含フッ素化合物を含むこ
とで、薄膜トランジスタの外部からの水分や酸素の侵入を防止することができることから
好ましい。また、特に、封止層が含フッ素化合物で、層間絶縁膜がドット状の場合、封止
層と層間絶縁膜との膜厚をより容易に等しく設けることができ、上部画素電極の形成時、
上部画素電極材料同士の接触を防止することができる。さらには、層間絶縁膜が含フッ素
化合物を含むことで、特にインク材料で上部画素電極を設ける場合、上部画素電極材料と
の濡れ性の差を大きくすることができ、上部画素電極形成時、上部画素電極材料同士の接
触を防止することができる。
【０１０９】
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含フッ素化合物としては、例えば、フッ素アクリル樹脂、含フッ素ポリイミドなどの縮合
系含フッ素ポリマー、含フッ素エーテルポリマー、含フッ素環状エーテルポリマーなどが
挙げられる。これらは、全フッ素置換されたペルフルオロ体でもよく、フッ素置換残部を
塩素などで置換したものでもよい。さらにトリフロロメタン置換基などを有していてもよ
い。
【０１１０】
層間絶縁膜の形成は、凸版印刷法、反転オフセット印刷法、インクジェット印刷法、スク
リーン印刷法、スプレーコート法、スピンコート法等公知の方法を好適に用いることがで
きるが、工程が低温で、工程数が少なく、安価な印刷法で形成することが好ましい。
【０１１１】
印刷法としては、凸版印刷法、反転オフセット印刷法、インクジェット印刷法、スクリー
ン印刷法、フレキソ印刷法等が挙げられるが、特にスクリーン印刷はインク粘度の適用範
囲が広く、インク材料選択性が高く、インク使用効率が高く、また、大面積化が容易であ
り好ましい。また、フレキソ印刷も、大面積化が容易でありので好ましい。
【０１１２】
層間絶縁膜上に、画素電極に接続した上部画素電極が設けることで表示有効面積を大きく
することができる。
【０１１３】
上部画素電極の材料としては、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｔａ、Ｃｒ等の金属を用いるこ
とができる。上部画素電極の形成方法としてはスクリーン印刷等の印刷法を用いることが
できる。
【０１１４】
また、薄膜トランジスタアレイにおいて、ソース・ドレインの呼称は便宜上のものであり
、逆に呼んでもよい。本発明においては、ソース配線に接続された電極をソース電極とし
、画素電極に接続された電極をドレイン電極と呼んでいる。
【０１１５】
次に、本発明の別の実施の形態について説明する。
【０１１６】
　図２０、図２１、図２２に本発明の一実施形態を示す。
図２０は本発明の実施形態の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・トップ
コンタクト型）の模式図である。
図２１は図２０の１画素分の拡大図である。
図２２は図２０の断面図である。
【０１１７】
本発明における薄膜トランジスタアレイは絶縁基板１０１上に少なくともゲート電極１１
１を有し、該ゲート電極１１１がゲート絶縁層１０２をはさんでソース電極１１７・ドレ
イン電極１１６と重なり、少なくともソース・ドレイン間に半導体層１０３を有し、少な
くとも半導体層１０３の上に封止層１０４を有し、ドレイン電極１１７は画素電極１１５
に接続され、画素電極１１５はゲート絶縁層１０２を挟んでキャパシタ電極１１３と重な
っている薄膜トランジスタを、複数のゲート電極１１１に接続されたゲート配線１１２と
、複数のソース電極１１７に接続されたソース配線１１８によってマトリクス状に配置し
た薄膜トランジスタアレイであって、該封止層１０４が隣接する薄膜トランジスタ間にま
たがるストライプ状で形成されている。
【０１１８】
　ここでストライプ状とは線状につながった形状であればよく、必ずしも等幅でなくても
よい。例えば図２４のようなものが挙げられる。またストライプ状の封止層１０４はゲー
ト配線１１２に沿ったものに限らず、図２５のようにソース配線１１８に沿ったものでも
よい。封止層１０４は特に大面積においてストライプ状に形成することで、リフトオフ法
またはエッチング法によりパターニングを行う場合、パターンニングが容易、かつ歩留ま
りの小さい薄膜トランジスタアレイを実現することができる。
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【０１１９】
図２６を用いて封止層の形状とリフトオフのしやすさについて説明する。図２６（ａ）に
示すように、従来封止層１０４は孤立パターンの小さいドットのパターンで形成されてい
る。このような場合、レジスト１２０のパターンが３次元（格子状）であるため、一部の
レジストを取り除くことができても、一部にひっかかって取り除くことができない箇所（
レジスト残り１２１）が存在し、歩留まりが低下する。一方、図２６（ｂ）に示すように
封止層１０４がストライプ状の場合、レジストのパターンが２次元（線状）であるため、
一部のレジストが剥がれればその箇所に引っ張られて周辺のレジストが取れやすく、かつ
歩留まりが向上する。またエッチング法によりパターニングを行う場合においても、図２
６（ａ）に示すような小さいドットの孤立パターンではエッチング特性の制御が難しく歩
留まりが低下するため、パターンはストライプ状であることが好ましい。
【０１２０】
　封止層１０４の幅は特に限定されるものではなく，少なくとも半導体層１０３を充分に
覆うことができればよい。
【０１２１】
封止層１０４として用いられる材料は、無機酸化物を主成分とする半導体と接する場合に
は、特に、無機絶縁材料であることが好ましい。具体的には、酸化シリコン、窒化シリコ
ン、酸化窒化シリコン（ＳｉＮｘＯｙ）、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化イット
リウム、酸化ハフニウム、ハフニウムアルミネート、酸化ジルコニア、酸化チタン等の無
機材料等が挙げられるがこれらに限定されるものではない。これら封止層１０４は単層と
して用いても構わないし、複数の層を積層したものを用いても構わない。
【０１２２】
絶縁基板１０１として用いられる材料として、ガラスまたはプラスチック基板が挙げられ
る。具体的にはポリメチルメタクリレート、ポリアクリレート、ポリカーボネート、ポリ
スチレン、ポリエチレンサルファイド、ポリエーテルスルホン、ポリオレフィン、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、シクロオレフィンポリマー、ポリエ
ーテルサルフェン、トリアセチルセルロース、ポリビニルフルオライドフィルム、エチレ
ン－テトラフルオロエチレン共重合樹脂、耐候性ポリエチレンテレフタレート、耐候性ポ
リプロピレン、ガラス繊維強化アクリル樹脂フィルム、ガラス繊維強化ポリカーボネート
、透明性ポリイミド、フッ素系樹脂、環状ポリオレフィン系樹脂等を使用することができ
る。これらは単独の基材として使用してもよいが、二種以上を積層した複合基材を使用す
ることもできる。また基材が有機物フィルムである場合は、素子の耐久性を上げるために
ガスバリア層を形成することも好ましい。
【０１２３】
ガスバリア層としてはＡｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ、ＳｉＣ、ダイヤモンド
ライクカーボン（ＤＬＣ）などが挙げられるがこれらに限定されるものではない。またこ
れらのガスバリア層は二層以上積層して使用することもできる。またガスバリア層は有機
物フィルム基板の片面だけに付与してもよいし、両面に付与しても構わない。ガスバリア
層は蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ法、レーザーアブレーション法、プラズ
マＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、ホットワイヤー
ＣＶＤ法、ゾルゲル法などで形成されるが、これらに限定されるものではない。またガラ
スやプラスチック基板上にカラーフィルタが形成された基材を使用することもできる。
【０１２４】
電極材料として用いられる材料は特に限定されるものではないが、酸化インジウム（Ｉｎ

２Ｏ３）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化カドミウム（ＣｄＯ）、酸
化インジウムカドミウム（ＣｄＩｎ２Ｏ４）、酸化カドミウムスズ（Ｃｄ２ＳｎＯ４）、
酸化亜鉛スズ（Ｚｎ２ＳｎＯ４）、酸化インジウム亜鉛（Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ）等の酸化物材
料が好適に用いられる。またこの酸化物材料に不純物をドープすることも導電率を上げる
ために好ましい。
【０１２５】
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例えば、酸化インジウムにスズやモリブデン、チタンをドープしたもの、酸化スズにアン
チモンやフッ素をドープしたもの、酸化亜鉛にインジウム、アルミニウム、ガリウムをド
ープしたものなどである。この中では特に酸化インジウムにスズをドープした酸化インジ
ウムスズ（通称ＩＴＯ）が低い抵抗率のために特に好適に用いられる。またＡｕ、Ａｇ、
Ｃｕ、Ｃｒ、Ａｌ、Ｍｇ、Ｌｉなどの低抵抗金属材料も好適に用いられる。
【０１２６】
また導電性酸化物材料と低抵抗金属材料を複数積層したものも使用できる。この場合、金
属材料の酸化や経時劣化を防ぐために導電性酸化物薄膜／金属薄膜／導電性酸化物薄膜の
順に積層した３層構造が特に好適に用いられる。またＰＥＤＯＴ　（ポリエチレンジオキ
シチオフェン）等の有機導電性材料も好適に用いることができる。ゲート電極、ソース電
極及びドレイン電極は全て同じ材料であっても構わないし、また全て違う材料であっても
構わない。しかし、工程数を減らすために画素電極１１５、ドレイン電極１１６、ソース
電極１１７およびソース配線１１８は同一の材料であることがより望ましい。
【０１２７】
これらの電極は、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ法、レーザーアブレー
ション法、プラズマＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、
光ＣＶＤ法、ホットワイヤーＣＶＤ法、またはスクリーン印刷、凸版印刷、インクジェッ
ト法等で形成することができるが、これらに限定されるものではない。
【０１２８】
ゲート絶縁膜１０２として用いられる材料は、酸化シリコン、窒化シリコン、シリコンオ
キシナイトライド、酸化アルミニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、酸化ハフニウ
ム、ハフニウムアルミネート、酸化ジルコニア、酸化チタン等の無機材料、または、ＰＭ
ＭＡ　（ポリメチルメタクリレート）等のポリアクリレート、ＰＶＡ（ポリビニルアルコ
ール）、ＰＳ（ポリスチレン）、透明性ポリイミド、ポリエステル、エポキシ、ポリビニ
ルフェノール、ポリビニルアルコール等が挙げられるがこれらに限定されるものではない
。ゲートリーク電流を抑えるためには、絶縁材料の抵抗率は１０１１Ωｃｍ以上、特に１
０１４Ωｃｍ以上であることが好ましい。ゲート絶縁層２は真空蒸着法、イオンプレーテ
ィング法、スパッタ法、レーザーアブレーション法、プラズマＣＶＤ、光ＣＶＤ法、ホッ
トワイヤーＣＶＤ法、スピンコート、ディップコート、スクリーン印刷などの方法を用い
て形成される。これらのゲート絶縁層１０２は膜の成長方向に向けて組成を傾斜したもの
もまた好適に用いられる。
【０１２９】
本発明で用いられる半導体層１０３は、亜鉛、インジウム、スズ、タングステン、マグネ
シウム、ガリウムのうち一種類以上の元素を含む無機酸化物である、酸化亜鉛、酸化イン
ジウム、酸化インジウム亜鉛、酸化スズ、酸化タングステン、酸化亜鉛ガリウムインジウ
ム（Ｉｎ―Ｇａ―Ｚｎ―Ｏ）等公知の材料が挙げられるがこれらに限定されるものではな
い。これらの材料の構造は単結晶、多結晶、微結晶、結晶／アモルファスの混晶、ナノ結
晶散在アモルファス、アモルファスのいずれであってもかまわない。半導体層の膜厚は少
なくとも１０ｎｍ以上が望ましい。酸化物を主成分とする半導体層はスパッタ法、パルス
レーザー堆積法、真空蒸着法、ＣＶＤ法、ゾルゲル法などの方法を用いて形成されるが、
好ましくはスパッタ法、パルスレーザー堆積法、真空蒸着法、ＣＶＤ法である。スパッタ
法ではＲＦマグネトロンスパッタ法、ＤＣスパッタ法、真空蒸着では加熱蒸着、電子ビー
ム蒸着、イオンプレーティング法、ＣＶＤ法ではホットワイヤーＣＶＤ法、プラズマＣＶ
Ｄ法などが挙げられるがこれらに限定されるものではない。
【０１３０】
　本発明の実施形態において、ディスプレイの画像表示媒体は特に限定されるものではな
いが、電気泳動方式、液晶方式、有機エレクトロルミネッセンス方式などがある。
【０１３１】
　本発明の実施形態におけるトランジスタの構造としては特に限定されるものではないが
、特にボトムゲート型構造に有用である。
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【０１３２】
　尚、本発明の薄膜トランジスタアレイには、必要に応じて層間絶縁膜、上部画素電極、
ガスバリア層、平坦化膜などを用いることも出来る。
【０１３３】
以下、実施例を元に説明する。
【実施例】
【０１３４】
（実施例１）
本実施例では、図１、図２（拡大図）、図３（断面図）に示すようなボトムゲート・ボト
ムコンタクト型薄膜トランジスタアレイの製造方法を示す。本トランジスタアレイは１画
素サイズ５００μｍ×５００μｍであり、この画素が２４０×３２０個あるものである。
また、封止層のストライプの幅は２００μｍである。
【０１３５】
基板１としてポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルム（帝人デュポン製）を用いた
。反転オフセット印刷によりナノ銀インキ（住友電工製ナノ銀：Ａｌｄｒｉｃｈ製ポリエ
チレングリコール＃２００＝８：１（重量比））をＰＥＮ基板上に印刷、１８０℃で１時
間ベークさせてゲート電極１１、ゲート配線１２、キャパシタ電極１３、キャパシタ配線
１４を得た。
【０１３６】
ゲート絶縁膜として、ポリイミド（三菱ガス化学製ネオプリム）をダイコーターにより塗
布、１８０℃で１時間乾燥させてゲート絶縁膜２を形成した。ソース・ドレイン電極およ
びソース配線、画素電極材料としてナノ銀インキ（住友電工製ナノ銀：Ａｌｄｒｉｃｈ製
ポリエチレングリコール＃２００＝８：１（重量比））を用い、反転オフセット印刷によ
り印刷、１８０℃で１時間乾燥させてソース電極１７、ドレイン電極１６およびソース配
線１８、画素電極１５を形成した。
【０１３７】
半導体層としてＬｉｓｉｃｏｎ　　ＳＰ２００（Ｍｅｒｃｋ製）のテトラリン（関東化学
製）溶液をディスペンサ法により塗布、１００℃で９０分乾燥させて半導体層３を形成し
た。封止材料として含フッ素化合物であるフッ素系樹脂（旭硝子製サイトップ）を用いた
。封止層をスクリーン印刷によりストライプ状に印刷、９０℃で２時間真空乾燥し、封止
層４を形成した。
【０１３８】
アライメント精度よく、連続印刷可能であった。次に、対向電極との間に電気泳動方式の
画像表示媒体を挟んで駆動したところ、良好に表示ができた。
【０１３９】
（実施例２）
本実施例では、実施例１と同様に図１、図２（拡大図）、図３（断面図）に示すようなボ
トムゲート・ボトムコンタクト型薄膜トランジスタアレイの製造方法を示す。実施例１と
同様の方法で半導体層まで形成した。封止材料として含フッ素化合物であるフッ素系樹脂
（旭硝子製サイトップ）を用いた。封止層をフレキソ印刷によりストライプ状に印刷、９
０℃で２時間真空乾燥し、封止層４を形成した。
【０１４０】
アライメント精度よく、印刷可能であった。次に、対向電極との間に電気泳動方式の画像
表示媒体を挟んで駆動したところ、良好に表示ができた。
【０１４１】
（実施例３）
本実施例では、図６、図７（拡大図）、図８（断面図）に示すようなボトムゲート・ボト
ムコンタクト型薄膜トランジスタアレイの製造方法を示す。封止層のストライプ幅は２５
０μｍである。
【０１４２】
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実施例１と同様の方法で半導体層まで形成した。封止材料として含フッ素化合物であるフ
ッ素系樹脂（旭硝子製サイトップ）を用いた。封止層をフレキソ印刷によりストライプ状
でありソース配線１８を覆っているパターンに印刷、９０℃で２時間真空乾燥し、封止層
４を形成した。アライメント精度よく、印刷可能であった。次に、対向電極との間に電気
泳動方式の画像表示媒体を挟んで駆動したところ、良好に表示ができた。
【０１４３】
（実施例４）
本実施例では、図９、図１０（拡大図）、図１１（断面図）に示すようなボトムゲート・
ボトムコンタクト型薄膜トランジスタアレイの製造方法を示す。本トランジスタアレイは
１画素サイズ５００μｍ×５００μｍであり、この画素が２４０×３２０個あるものであ
る。また、封止層のストライプの幅は２００μｍである。
【０１４４】
実施例１と同様の方法で半導体層まで形成した。封止材料として含フッ素化合物であるフ
ッ素系樹脂（旭硝子製サイトップ）を用いた。封止層をスクリーン印刷によりストライプ
状に印刷、９０℃で２時間真空乾燥し、封止層４を形成した。アライメント精度よく形成
可能であった。
【０１４５】
層間絶縁膜材料としてエポキシ樹脂（味の素ファインテクノ製）を用いてスクリーン印刷
によりドット状に印刷し、９０℃で１時間乾燥させて層間絶縁膜５を形成した。上部画素
電極材料として銀ペースト（味の素ファインテクノ製）を用いてスクリーン印刷により印
刷し、９０℃で１時間乾燥させて上部画素電極６を形成した。しかる後、対向電極との間
に電気泳動媒体を挟んで本実施例によるディスプレイを駆動したところ、良好に画像を表
示することができ、実施例３よりもさらにコントラストが向上した。
【０１４６】
（実施例５）
本実施例では、図１２、図１３（拡大図）、図１４（断面図）に示すようなボトムゲート
・ボトムコンタクト型薄膜トランジスタアレイの製造方法を示す。本トランジスタアレイ
は１画素サイズ５００μｍ×５００μｍであり、この画素が２４０×３２０個あるもので
ある。また、封止層のストライプの幅は２５０μｍである。
【０１４７】
基板１としてポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルム（帝人デュポン製）を用いた
。反転オフセット印刷によりナノ銀インキ（住友電工製ナノ銀：Ａｌｄｒｉｃｈ製ポリエ
チレングリコール＃２００＝８：１（重量比））をＰＥＮ基板上に印刷、１８０℃で１時
間ベークさせてゲート電極１１、ゲート配線１２、キャパシタ電極１３、キャパシタ配線
１４を得た。
【０１４８】
ゲート絶縁膜として、ポリビニルフェノール（Ａｌｄｒｉｃｈ製）をダイコーターにより
塗布、１８０℃で１時間乾燥させてゲート絶縁膜２を形成した。ソース・ドレイン電極お
よびポリエチレングリコール＃２００＝８：１（重量比））を用い、反転オフセット印刷
により印刷、１８０℃で１時間乾燥させてソース電極１７、ドレイン電極１６およびソー
ス配線１８、画素電極１５を形成した。半導体層としてＬｉｓｉｃｏｎ　　ＳＰ２００（
Ｍｅｒｃｋ製）のテトラリン（関東化学製）溶液をディスペンサ法により塗布、１００℃
で９０分乾燥させて半導体層３を形成した。
【０１４９】
封止材料として含フッ素化合物であるフッ素系樹脂（旭硝子製サイトップ）を用いた。封
止層をスクリーン印刷によりストライプ状に印刷、９０℃で２時間真空乾燥し、封止層４
を形成した。続いて、層間絶縁膜層として含フッ素化合物であるフッ素系樹脂（旭硝子製
サイトップ）を用いた。層間絶縁膜層をスクリーン印刷によりストライプ状に印刷、９０
℃で２時間真空乾燥し、層間絶縁膜層５を形成した。上部画素電極材料として銀ペースト
（味の素ファインテクノ製）を用いてスクリーン印刷により印刷し、９０℃で１時間乾燥
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させて上部画素電極２９を形成した。
【０１５０】
しかる後、対向電極との間に電気泳動媒体を挟んで本実施例によるディスプレイを駆動し
たところ、良好に画像を表示することができ、実施例１よりもさらにコントラストが向上
した。
【０１５１】
（実施例６）
実施例６について説明する。図１５、１６，１７，１８に示すように、ガラス基板４１と
してコーニング社製無アルカリガラス１７３７（０．７ｍｍ厚）を用いた。ゲート電極（
Ｇ１）５１、キャパシタ電極（Ｃ）５３として、ＩＴＯをスパッタによって成膜し、フォ
トレジスト塗布・露光・現像・エッチング・レジスト剥離によってパターニングした。
【０１５２】
ゲート絶縁膜（ＧＩ１）４２として、ポリビニルフェノール（Ａｌｄｒｉｃｈ製）をイン
クジェット法により塗布、１８０℃で１時間乾燥させてゲート絶縁膜（ＧＩ１）４２を形
成した。ソース電極（Ｓ１）５７、ドレイン電極（Ｄ１）５６兼ゲート電極（Ｇ２）とし
て、ＩＴＯをスパッタによって成膜し、フォトレジスト塗布・露光・現像・エッチング・
レジスト剥離によってパターニングした。
【０１５３】
半導体材料としてフルオレンビチオフェン共重合体（Ｆ８Ｔ２）をテトラリン（関東化学
製）で１．０重量％になるように溶解した溶液と、また凸版として感光性樹脂凸版を用い
、１５０線のアニロックスロールを用いて凸版印刷によりストライプ状の半導体を印刷し
、１００℃で６０分乾燥させて半導体層（ＯＳＣ１）４３を形成した。
【０１５４】
封止層の材料としてフッ素系樹脂（旭硝子製サイトップ）を用い、スクリーン印刷により
ストライプ状に印刷し、９０℃で２時間真空乾燥し、封止層（Ｆ１）４４を形成した。再
度ゲート絶縁膜（ＧＩ２）６２として、ポリビニルフェノール（Ａｌｄｒｉｃｈ製）をイ
ンクジェット法により塗布、１８０℃で１時間乾燥させてゲート絶縁膜（ＧＩ２）６２を
形成した。
【０１５５】
ソース電極（Ｓ２）６７、ドレイン電極（Ｄ２）６６として、ＩＴＯをスパッタによって
成膜し、フォトレジスト塗布・露光・現像・エッチング・レジスト剥離によってパターニ
ングした。
【０１５６】
再度半導体材料としてフルオレンビチオフェン共重合体（Ｆ８Ｔ２）をテトラリン（関東
化学製）で１．０重量％になるように溶解した溶液と、また凸版として感光性樹脂凸版を
用い、１５０線のアニロックスロールを用いて凸版印刷によりストライプ状の半導体を印
刷し、１００℃で６０分乾燥させて半導体層（ＯＳＣ２）６３を形成した。再度封止層の
材料としてフッ素系樹脂（旭硝子製サイトップ）を用い、スクリーン印刷によりストライ
プ状に印刷し、９０℃で２時間真空乾燥し、封止層（Ｆ２）６４を形成した。
【０１５７】
層間絶縁材料として感光性透明アクリル樹脂を用いて露光・現像をし、１８０℃で３０分
ベークして層間絶縁膜４５を形成した。上部画素電極材料としてＩＴＯをスパッタによっ
て成膜し、フォトレジスト塗布・露光・現像・エッチング・レジスト剥離によってパター
ニングして上部画素電極４６とした。
【０１５８】
しかる後、正孔輸送層７１としてポリ（エチレンジオキシチオフェン）／ポリスチレンス
ルホネート（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ）をスピンコート法によって全面に塗布し、１００℃で
１時間乾燥した。続いて凸版印刷にて赤色発光層、緑色発光層、青色発光層としていずれ
もポリフルオレン系物質を順次形成し、有機発光層７２とした。
【０１５９】



(17) JP 5286826 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

さらに、蒸着によって共通電極７３としてカルシウムを１０ｎｍ、銀を３００ｎｍ、全面
に成膜した。最後に全体を封止ガラスで覆った。このカラー有機ＥＬディスプレイを駆動
したところ、良好に表示をすることが出来た。
【０１６０】
（実施例７）
スクリーン印刷によりドット状、ストライプ状でなく図１９に示す画素電極上に開口を有
する層間絶縁膜層を形成した以外は、実施例４と同様に作製した。一部で、画素電極上の
開口を形成できなかった。
【０１６１】
次に、対向電極との間に電気泳動方式の画像表示媒体を挟んで駆動したところ、画素電極
上の開口が形成できていない箇所では、画素電極と上部画素電極の導通がとれず、良好な
表示ができなかったが、全体の表示への大きな影響はなかった。
【０１６２】
（実施例８）
　本実施例では、図２０、図２１、図２２に示すようなボトムゲート・トップコンタクト
型薄膜トランジスタアレイの作製方法を示す。本トランジスタアレイは１画素サイズ１２
５μｍ×１２５μｍであり、この画素が４８０×６４０個あるものである。また、封止層
のストライプの幅は３５μｍである。絶縁基板１としてポリエチレンナフタレート（ＰＥ
Ｎ）フィルム（帝人デュポン製）を用いた。ＤＣマグネトロンスパッタ装置を用いてＩＴ
Ｏを１００ｎｍ成膜し、フォトリソグラフィー法を用いてゲート電極１１１、ゲート配線
１１２、キャパシタ電極１１３、キャパシタ配線１１４を形成した。
【０１６３】
次にＲＦマグネトロンスパッタ法を用いてＳｉＯＮからなるゲート絶縁層１０２（膜厚３
００ｎｍ）、Ｉｎ―Ｇａ―Ｚｎ―Ｏ系酸化物からなる半導体層１０３（膜厚３５ｎｍ）を
連続成膜した。表１にスパッタ法による成膜条件を示す。
【０１６４】
【表１】

【０１６５】
さらにレジストを塗布し、乾燥、現像を行った後、ＩＴＯ膜をＤＣマグネトロンスパッタ
法で１００ｎｍ形成し、リフトオフを行い画素電極１１５、ドレイン電極１１６、ソース
電極１１７およびソース配線１１８を形成した。その上にレジストを塗布し、乾燥、現像
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を行った後、ＲＦマグネトロンスパッタ法を用いてＳｉＯＮを膜厚４０ｎｍとして成膜し
、リフトオフを行い、ストライプ上のパターンを有する封止層４を形成した。処理時間３
ｍｉｎ以内でレジストが容易に剥離でき、レジストの剥がれ残りは生じなかった。しかる
後、対向電極との間に電気泳動媒体を挟んで駆動したところ、良好に表示ができた。
【０１６６】
（比較例１）
封止層をスクリーン印刷によりストライプ状でなくドット状で形成した以外は、実施例１
と同様に作製した。印刷を重ねるごとに、版の目詰まりがおきると同時に、アライメント
のずれが生じた。
【０１６７】
次に、対向電極との間に電気泳動方式の画像表示媒体を挟んで駆動したところ、半導体の
特性劣化により、経時で良好に表示ができなくなった。
【０１６８】
（比較例２）
封止層をフレキソ印刷によりストライプ状でなくドット状で形成した以外は、実施例２と
同様に作製した。フレキソ印刷ではドット状の封止層はアライメントのずれが生じ、良好
に形成できなかった。
【０１６９】
次に、対向電極との間に電気泳動方式の画像表示媒体を挟んで駆動したところ、半導体の
特性劣化により、経時で良好に表示ができなくなった。
【０１７０】
（比較例３）
　封止層をストライプ状でなくドット状で形成した以外は、実施例８と同様に作製した。
リフトオフの処理時間に実施例７と比較して２倍の時間を要し、また一部にレジストが剥
がれない部分が生じて、対向電極との間に電気泳動媒体を挟んで駆動したところ、一部に
表示不良が発生した。
 
　
【図面の簡単な説明】
【０１７１】
【図１】本発明の実施形態の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・ボトム
コンタクト型）の模式図である。
【図２】図１の１画素分の拡大図である。
【図３】図２のａ―ｂ間の断面図である。
【図４】スクリーン印刷の模式図である。
【図５】フレキソ印刷の模式図である。
【図６】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・ボ
トムコンタクト型）の模式図である。
【図７】図６の１画素分の拡大図である。
【図８】図７のｃ―ｄ間の断面図である。
【図９】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・ボ
トムコンタクト型）の模式図である。
【図１０】図９の１画素分の拡大図である。
【図１１】図１０のｅ―ｆ間の断面図である。
【図１２】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・
ボトムコンタクト型）の模式図である。
【図１３】図１２の１画素分の拡大図である。
【図１４】図１３のｇ―ｈ間の断面図である。
【図１５】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・
ボトムコンタクト型）を用いた有機ＥＬの模式図である。
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【図１６】図１５の１画素分の拡大図である。
【図１７】図１６のｉ―ｊ間の断面図である。
【図１８】図１６における回路図である。
【図１９】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・
ボトムコンタクト型）の模式図である。
【図２０】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・
トップコンタクト型）の模式図である
【図２１】図２０の１画素分の拡大図である
【図２２】図２１のＡ－Ａ′間の断面図である
【図２３】従来の薄膜トランジスタの模式図である
【図２４】本発明の実施形態の一例を示す封止層のパターン形状である。
【図２５】本発明の実施形態の別の一例を示す薄膜トランジスタアレイ（ボトムゲート・
トップコンタクト型）の模式図である
【図２６】封止層パターンの形状とリフトオフの容易さについての説明図である。
【符号の説明】
【０１７２】
１・・・基板
２・・・ゲート絶縁膜
３・・・半導体層
４・・・封止層
５・・・層間絶縁膜
６・・・上部画素電極
１１・・・ゲート電極
１２・・・ゲート配線
１３・・キャパシタ電極
１４・・・キャパシタ配線
１５・・・画素電極
１６・・・ドレイン電極
１７・・・ソース電極
１８・・・ソース配線
２１・・・メッシュ
２２・・・乳剤
２３・・・版
２４・・・スキージ
２５・・・ペーストインク
２６・・・基板
３１・・・インク
３２・・・インキパン
３３・・・アニロックスロール
３４・・・ドクターブレード
３５・・・凸版
３６・・・基板
３７・・・画素電極と上部画素電極の接続部
４１・・・基板
４２・・・ゲート絶縁膜（Ｇｌ１）
４３・・・有機半導体（ＯＳＣ１）
４４・・・封止（Ｆ１）
４５・・・層間絶縁膜
４６・・・上部画素電極
５１・・・ゲート電極（Ｇ１）
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５３・・・キャパシタ電極
５６・・・ドレイン電極（Ｄ１）
５７・・・ソース電極（Ｓ１）
６２・・・ゲート絶縁膜（Ｇｌ２）
６３・・・有機半導体（ＯＳＣ２）
６４・・・封止（Ｆ２）
６６・・・ドレイン電極（Ｄ２）
６７・・・ソース電極（Ｓ２）
７１・・・正孔輸送層
７２・・・有機発光層
７３・・・共通電極
１０１・・・基板
１０２・・・ゲート絶縁膜
１０３・・・半導体層
１０４・・・封止層
１１１・・・ゲート電極
１１２・・・ゲート配線
１１３・・キャパシタ電極
１１４・・・キャパシタ配線
１１５・・・画素電極
１１６・・・ドレイン電極
１１７・・・ソース電極
１１８・・・ソース配線
１２０・・・レジスト
１２１・・・レジスト残り
【図１】
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